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上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について 

 

 当社は、2021 年 12 月 22 日に「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」を提出し、その内容につい

て開示しております。2023 年 3 月末時点における計画の進捗状況等について、下記のとおり作成しましたので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 当社の上場維持基準の適合状況の推移及び計画期間 

当社の 2023 月 3 月 31 日時点（当社基準日）におけるスタンダード市場の上場維持基準への適合状況は 

その推移を含め、下表のとおりとなっており、流通株式比率については基準を充たしておりません。 

流通株式比率に関しては、当初の計画どおり、2024 年 3 月までに上場維持基準を充たすために、引き 

続き各種取組を進めてまいります。 

 
株主数 

（人） 

流通株式数 

（単位） 

流通株式 

時価総額 

（億円） 

流通株式比率 

（％） 

当社の 

適合状況 

及び 

その推移 

2021 年 6 月末時点 

（移行基準日） 
1,246 人 7,335 単位 14.6 億円 24.4 ％ 

2023 年 3 月末時点 

（当社基準日） 
1,169 人 7,323 単位 12.6 億円 24.4 ％ 

上場維持基準 400 人 2,000 単位 10 億円 25 ％ 

適合状況 適合 適合 適合 不適合 

計画期間 － － － 2024 年 3 月 

※当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をもとに 

算出したものです。 

 

 



 

２．上場維持基準の適合に向けた取組の実施状況及び評価（2022 年 4 月～2023 年 3 月） 

   （１）流通株式比率について 

     ①取組の実施状況 

当社は、「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」（2021 年 12 月 22 日提出）に記載 

のとおり、株主構成において、政策目的で当社株式を保有する国内法人株主の持株比率も高く、 

この点の改善が流動性の課題と認識していることから、これまで、一部の株主との協議を継続して

まいりました。その結果、政策目的で当社株式を保有する特定の株主（以下、「対象株主」という。）

に、同株主の保有株式の一部を活用して、当社株式の流通株式比率の改善を図る取組方針を実現 

することで、当社の企業価値向上を図ることにご理解いただき、当該対象株主との間で、一部の 

保有株式の市場売却等を見据えた具体的な施策を実施いただくことに合意するに至りました。 

また、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の需要が高まる状況において、当社ホーム 

ページや各種媒体等を通じて、新サービス提供のアナウンスやお客様のソリューション導入事例 

紹介等、当社の情報サービス事業のトピックスを積極的に発信するとともに、企業活動として、 

持続的な社会の実現に貢献する当社のサステナビリティの取り組みについても紹介する等、情報 

発信の強化を行ってまいりました。中でも、新しいＳａａＳソリューションとして注力している 

安全運転支援クラウドサービス「あさレポ」については、地方テレビコマーシャルも活用して 

周知活動を展開してまいりましたが、当サービスは社会課題である道路交通法の改正に対応する 

新サービスであることから、株主の皆様にも注目いただいております。 

これらの活動を通じて、投資家層の皆様における当社認知度の向上を図ることで、当社株主の 

需要改善に努めてまいりました。 

     ②取組に対する評価 

       上記の対象株主は、一定の持株比率を有する国内法人株主であり、また、当社基準日時点での 

      流通株式比率の上場維持基準との差は小差であることから、上場維持基準を充足するうえで十分 

な株式数を対象として施策が実施できることに加え、株式市場においては、ＩＲ活動の成果として、 

これまでも市場取引が活発化する機会も増え、また、業績については、2023 年 3 月期は増収・ 

増益を達成し、３年連続増配を公表していることで市場からは好感も得られているとの認識より、 

現時点では、計画の変更の必要性はないと判断しております。 

 

３．上場基準に適合していない項目のこれまでの状況を踏まえた今後の課題と取組内容 

   （１）流通株式比率について 

       上記の取組状況を踏まえ、今後は具体的な施策実施の段階となりますが、対象株主との間で、 

株式売却の施策実施の詳細について、引き続き協議してまいります。 

特に、施策の対象とする株式数、および市場需給のバランスと株価への影響に十分配慮した 

売却時期・期間等の設定につきましては、慎重に協議を進めたうえで、施策着手の条件を整え、 

2024 年 3 月までの上場維持基準の充足に繋げてまいります。 

 

以上    


